
『
春
秋
事
語
』

と
戦
国
策
士

で
ま
え
が
き

一
九
七
一
一
長
沙
市
東
郊
に
位
寵
す
る
馬
王
堆
三
号
漢
墓
よ
り

発
見
さ
れ
た
舟
議
《
春
秋
事
諮
》
は
、
そ
れ
を
収
め
た
会
府
主
堆
撲

纂
自
主
同
(
参
〉
》
の
「
出
版
説
明
」
に
よ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

《
春
秋
事
活
》
，
矯
「
約
二
十
三
一
風
米
，
長
約
七
十
四
康
米
，
存

九
十
七
行
，
前
部
残
絞
殺
震
，
不
知
巻
首
絞
多
少
行
，
后
部
絞
完
整
，

尚
有
余
娼
。
原
来
総
在
一
決
約
三
一
服
米
究
的
木
片
上
，
約
十
二
、
一
一
一

周
，
由
子
絹
顔
腐
朽
，
出
土
吋
己
分
裂
成
二
百
来
十
大
小
不
向
的
残

片
，
笈
限
付
比
較
閥
球
。
同
財
閥
別
限
切
水
浸
，
強
在
木
片
上
面
的
部
分
，

慰
問
的
錦
上
;
反
之
，
下
部
部
分
，
別
多
穆
到
前
縮
。

不
避
邦
学
部
，
当
是
双
初
(
灼
公
元
前
二

O
O年

一
山
一
一
肘
侠
抄
勾
的
。
ん
匂
章
均
提
行

こ
の
解
説
か
ら
、
市
議
が
発
見
さ
れ
た
時
の
状
態
、

及
び
向
山

Eゴ

I可

橋

均

の
書
写
時
期
は
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
舟
盛
岡
に
は
、
一
克
来
篇
題
は

無
か
っ
た
が
、
記
事
中
で
最
も
早
い
の
が
魯
隠
公
が
殺
さ
れ
た
こ
と

(
配
七
二
一
)
、
最
も
遅
い
の
は
、
韓
貌
越
三
家
が
智
伯
を
殺
し
た

こ
と
(
配
四
五
一
ニ
)
、
ま
た
記
事
の
内
容
が
、
歴
史
記
事
と
い
う
よ

り
も
、
援
史
記
事
に
つ
い
て
の
評
論
に
重
点
が
皿
低
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
'
悶
m
書
を
整
理
し
た
「
馬
主
堆
漢
墓
自
書
整
理
小
組
」
ハ
以
下

「
整
理
小
組
」
と
略
す
)
に
よ
っ
て
《
春
秋
事
詩
》
と
名
付
け
ら
れ

(
注
一
〉

た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
《
春
秋
事
務
》
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
性

質
の
資
料
で
あ
る
か
を
、
思
想
史
の
上
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
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意
名
を
付
し
た
釈
文
と
注
釈

は
、
《
文
物
》
一
九
七
七
年
…
期
に
見
え
、
現
物
大
の
影
印
及
び

釈
文
と
注
釈
は
《
馬
王
堆
川
一
品
番
(
参
)
》
文
物
出
版
社
一
九
七

八
年
に
見
一
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
の
釈
文
・
は
、
と
も
に



「
整
理
小
組
」
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
部
分
的
な
が

ら
間
共
同
が
あ
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
《
馬

(
参
)
》
に
よ
る
。

二
、
各
章
の
検
討

本
節
で
は
、
《
春
秋
事
諮
》
(
以
下
と
略
称
)
の
十
六
章

に
つ
い
て
、
第
一
章
よ
り
版
次
検
討
を
加
え
て
い
く
。

一
殺
箆
克
章

こ
の
殺
に
つ
い
て
、
④
の
こ
の
意
に
つ
い
て
の
〔
校
二
は
、

又
春
秋
》
傍
公
十
年
(
公
元
前
六
五

O
年
〉
変
一
，
豆
向
メ
ホ
其
大
夫
塁

克
』
。
此
議
所
沼
当
肘
人
的
改
治
，
別
的
古
持
没
有
沼
我
辻
。
」
と
記

す
。
輩
出
問
は
、
思
克
が
、
音
献
公
の
子
の
英
吾
を
亡
命
先
の
梁
よ
り

呼
び
戻
し
、
窓
公
と
し
て
即
位
さ
せ
る
が
、
問
中
…
克
は
窓
公
に
よ
っ
て

二
君
一
大
夫
を
殺
し
た
と
い
う
罪
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

こ
の
文
は
残
欠
が
多
く
文
意
が
通
じ
に
く
い
が
、
④
の
〔
注
一
〕

に
も
い
う
よ
う
に
、
記
述
の
中
心
は
盟
克
が
殺
中
一
一
閃
さ
れ
た
こ
と
に
対

す
る
評
論
で
あ
る
と
見
て
良
い
。
た
だ
、
そ
の
評
者
の
名
は
欠
け
て

い
て
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
用
品
克
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
《
国

語
・
晋
語
一
一
一
》
に
数
儲
所
の
記
述
が
あ
り
、
中
に
郭
偲
な
る
人
物
が

投
場
し
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
て
に
述
べ
て
い
る
。

葱
公
既
殺
虫
克
部
熔
之
、
日
、
調
也
、
使
寡
人
過
殺
我
枇
稜
之
鍍
c

郭
係
閣
之
、
日
、
不
該
部
諌
者
、
紫
丙
也
。
不
間
関
市
殺
者
、
君
也
。

不
謀
而
談
、
不
忠
一
。
不
関
市
殺
、
不
鮮
。
不
忠
、
受
君
之
罰
。
不

鮮
、
穣
天
之
総
。
受
君
之
罰
、
死
致
。
援
天
之
級
、
無
後
。
志
議

者
勿
忘
、
持
及
突
。

昭
の
注
に
よ
れ
ば
、
郭
傑
は
音
大
夫
で
あ
る
。
郭
傑
は
、
あ
た
か

も
中
正
の
人
の
よ
う
に
君
と
葉
商
の
行
為
を
批
判
し
、
な
か
で
も

「
不
謀
部
譲
、
不
忠
。
不
関
市
殺
、
不
鮮
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

は
、
《
事
諮
》
の
「
今
殺
忠
克
、
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

口
者
死
、
忠
者
口
口
口
疾
一
之
」
と
い
う
文
と
、
何
ら
か
の
関
連
を
予

想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
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燕
大
失
意

こ
の
章
に
つ
い
て
、
③
の
一
〕
は
、
「
此
章
所
沼
的
事

P

在

別
的
古
有
用
品
没
有
氾
載
泣
一
c
」
と
い
う
。
章
旨
は
、
燕
大
夫
子
口
は
、

普
の
侵
攻
を
防
ぎ
、
勝
利
す
る
。
帰
国
し
て
廟
で
の
飲
酒
は
礼
に
合

わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
弟
の
子
車
が
批
評
し
て
、
文
王
・
武
王
が
徳

を
重
ね
て
戦
勝
し
た
こ
と
を
引
き
、
燕
の
敗
戦
を
予
言
す
る
。
果
し

て
晋
は
燕
南
に
お
い
て
、
燕
を
大
敗
さ
せ
た
。

三

韓

議

章

こ
の
章
に
つ
い
て
、
④
の
〔
注
一
〕
は
、
「
，
此
判
所
氾
春
秋
肘
事
，

也
以
此
章
方
最
娩
。
此
所
教
口
赫
的
法
治
，
也
是
別
的
古
持
没
有
沼

教
泣
的
。
」
と
あ
る
。
、
普
の
公
子
知
伯
は
韓
と
貌
を
率
い



て
路
氏
を
間
む
が
、
か
え
っ
て
ご
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ

る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
口
赫
の
評
認
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
残

欠
が
多
く
文
旨
は
明
ら
か
で
は
な
い
c

知
伯
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
《
戦
国
策
・
越
策
》
、
《
韓
非
予
・
十

過
篇
》
、
《
口
口
氏
春
秋
・
察
伝
篇
》
、
《
准
南
子
・
人
間
訓
》
等
に
記
載

が
見
え
る
が
、
そ
の
中
で
、
《
事
訴
》
の
こ
の
文
に
最
も
関
連
す
る
と

忠
わ
れ
る
の
は
、
《
戦
問
問
策
・
越
策
一
》
の
文
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
は
、
知
伯
が
韓
、
貌
の
に
九
ハ
を
率
い
て
越
を
攻
撃
し
た
時
、
韓
、
貌

が
裏
切
る
こ
と
を
察
知
し
て
献
策
す
る
が
約
れ
ら
れ
や
す
、
知
的
の
も

と
を
去
る
郡
庇
(
知
伯
従
韓
貌
丘
ハ
以
攻
越
一
章
)
と
知
過
(
知
伯
帥
越

韓
貌
市
伐
活
中
行
氏
一
本
)
と
い
う
こ
人
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

④
〔
注
乙
に
も
い
う
よ
う
に
、
口
赫
の
議
論
は
、
地
警
に
は
見
え

な
い
し
、
ま
た
《
戦
闘
策
・
越
策
》
の
郊
庇
の
こ
と
ば
と
本
意
と
、

直
接
一
致
す
る
部
分
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
話
全
体
の
筋
道
と

し
て
は
何
ら
か
の
関
連
を
予
想
さ
せ
る
。
鄭
良
樹
氏
は
、
知
的
の
行

為
を
批
判
す
る
口
赫
と
い
う
人
物
に
、
社
赫
と
い
う
戦
闘
初
期
の
遊

士
を
措
定
し
て
い
る
が
、
知
伯
と
社
赫
と
が
結
び
つ
く
斑
接
の
史
料

(校一一…)

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
《
斡
非
子
・
十
過
篇
》
の
知
的
の
こ
と

は
、
《
戦
国
策
・
越
策
》
の
「
知
伯
帥
越
斡
貌
而
伐
活
中
行
氏
葉
い

を
下
敷
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
主
援
は
「
奨
謂
貧
懐
。
:
:
:
知
的
身

死
軍
破
、
関
分
然
一
一
一
、
筋
天
下
笑
。
故
問
、
貧
復
好
利
、
期
滅
関
殺

身
之
本
也
。
」
と
い
う
ふ
う
に
、
利
を
貧
る
こ
と
で
破
誠
す
る
例
と

し
て
知
伯
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
て
、
《
事
語
》
の
こ
の
章
と
は
直
接

の
関
連
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
魯
文
公
卒
章

こ
の
章
に
つ
い
て
、
④
の
〔
注
二
は
「
此
章
事
見
《
左
待
》
文

公
十
八
年
(
公
元
前
六

O
九
年
)
和
《
史
氾
・
魯
世
家
て
但
絞
洋
」

と
い
う
。
意
旨
は
、
魯
文
公
が
卒
す
る
と
、
叔
仲
恵
伯
は
嫡
子
惑
を

立
て
、
東
聞
は
袈
仲
は
次
妃
の
子
敬
蔵
(
笠
公
)
を
支
持
し
、
対
立
す

る
。
裏
仲
は
嫡
子
悪
を
殺
し
、
君
命
と
い
つ
わ
っ
て
恵
佑
を
招
く
。

恵
伯
は
、
そ
の
宰
の
公
裏
目
人
の
也
め
る
の
も
関
か
ず
、
招
き
に
応

じ
殺
さ
れ
る
。

こ
の
寧
の
中
心
は
、
宰
の
公
裏
目
人
の
こ
と
ば
で
、
「
【
公
〕
裏
負

人
日
、
口
口
口
口
口
口
口
劫
於
縞
一
部
口
口
口
口
能
無
患
、
其
攻
口
口

口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
也
口
口
口
口
口

口
何
臓
部
。
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
之
口
口
口
也
、
非

活
令
(
命
)
也
、
有
子
之
一
所
以
去
也
。
初
口
口
口
口
口
以
召
人
、
今

縞
潟
突
、
不
服
ハ
若
者
、
願
資
君
令
(
命
)
以
若
子
、
其
事
窓
会
」
と

あ
り
、
こ
の
文
は
、
《
左
伝
・
文
十
八
年
》
の
公
舟
務
人
の
「
若
君

命
可
死
、
非
君
命
何
聴
い
に
比
べ
る
と
、
詳
細
に
な
っ
て
は
い
る
が

大
旨
は
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。

五
晋
献
公
欲
得
賠
会
意

( 18 ) 



こ

の

章

に

つ

い

て

、

④

の

二

は

「

此

意

事

見

文

十
一
一
一
年
(
公
元
前
六
一
四
年
〉
，
此
所
沼
有
比
一
…
不
問
。
坪
治
者
的

(
法
問
〉

活
是
別
将
一
知
没
有
的
。
い
と
い
う
。
業
旨
は
、
晋
献
公
が
、
秦
に
滞

在
す
る
随
会
を
得
ょ
う
と
し
て
、
貌
州
絵
の
計
に
よ
っ
て
随
会
を
得

た
。
貌
州
総
の
計
を
秦
の
腕
朝
は
見
抜
き
、
二
人
に
策
を
贈
る
。
後

に
随
会
は
、
泰
を
そ
そ
の
か
し
て
焼
却
引
を
殺
さ
せ
る
。

こ
の
意
の
重
点
は
、
暁
執
が
随
会
を
習
に
連
れ
帰
ろ
う
と
す
る
貌

州
総
の
計
を
見
抜
い
た
が
た
め
に
殺
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
《
率
一
時
間
》

は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

口
口
口
口
吏
口
口
問
之
〔
日
〕
、
「
口
口
口
口
口
勝
口
口
口
口
口
口

口
口
口
口
口
口
口
口
口
貌
州
徐
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口

口
口
口
口
失
果
口
不
口
口
是
以
二
門
子
〕
弗
知
畏
難
部
口
口
口
口
菅

邦
口
口
口
口
該
部
暁
朝
得
之
、
梓
其
心
也
。
二
子
畏
其
後
事
、
必
謀

危
之
J

暁
執
が
殺
さ
れ
る
こ
と
は
、
《
斡
非
子
・
説
難
篇
》
に
も
次
の
よ

う
に
見
え
て
い
る

Q

故
続
税
之
品
一
一
同
常
余
、
其
然
襲
人
於
音
、
市
潟
毅
於
泰
也
。
此
不
可

《
左
伝
》
の

と
は
、

の
記
述
は
《
韓
非
子
》
に
比
べ
紛
で
は
あ
る
が
、

〈
持
比
五
)

な
い
綾
朝
殺
害
に
つ
い
て
両
者
が
一
致
す
る
こ

と
の
間
に
、
何
ら
か
の
関
連
を
認

ム」

め
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

六

倍

有

意

こ
の
意
に
つ
い
て
、
④
の
乙
は
「
此
章
事
見
《
左
終
》
褒

公
二
十
九
年
及
三
十
年
(
公
元
前
五
四
四
年
及
次
年
〉
，
此
沼
事
比

《
友
待
》
筒
市
有
間
一
子
半
的
浪
治
よ
と
い
う
。
章
旨
は
、
鄭
の
執

政
で
あ
っ
た
伯
有
が
、
公
孫
黒
を
楚
に
使
い
に
行
か
せ
よ
う
と
し

て
、
拒
否
さ
れ
両
者
が
対
立
す
る
。
伯
有
一
は
ま
た
音
楽
と
飲
酒
を
好

み
、
信
を
失
う
。
こ
の
佑
有
の
行
為
に
つ
い
て
、
関
子
辛
と
い
う
人

の
評
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
評
語
は
、
伯
有
に
災
い
が
及
ぶ
こ
と
を

予
言
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
同
位
の
人
を
使
い
に
出
そ
う
と
し
た

こ
と
、
音
楽
と
沼
を
好
ん
だ
こ
と
を
あ
げ
る
。
《
左
伝
》
裏
公
一
一
一
十

年
に
、
子
産
が
伯
一
有
と
子
哲
を
批
評
し
て
「
伯
有
修
市
復
、
子
哲
好

在
人
上
、
莫
能
指
下
也
、
雄
其
和
也
、
猶
相
積
怒
也
、
慈
歪
無
日
会
。
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
《
事
語
》
の
評
一
訪
問
と
は
関
連
を
見
出
し
に
く
い
C

七
斉
桓
公
与
額
一
一
、
夫
人
乗
舟
章

こ
の
章
に
つ
い
て
の
④
の
〔
注
二
は
、
「
此
章
事
見
《
左
符
》

傍
公
三
年
及
四
年
(
公
元
前
六
五
七
年
及
次
年
)
。
《
左
待
》
只
有
叙

事
，
投
有
士
、
説
的
改
治
。
」
と
あ
る
。
章
旨
は
、
斉
桓
公
が
察
夫
人

と
舟
に
乗
っ
て
い
て
、
夫
人
が
舟
を
ゆ
す
り
、
そ
の
こ
と
に
怒
っ
た

桓
公
が
夫
人
を
国
元
に
揮
す
。
す
る
と
国
一
冗
の
奈
は
他
に
嫁
が
せ

る
。
こ
れ
を
怒
っ
た
桓
公
は
翌
年
茶
に
侵
入
し
、
茶
は
潰
え
る
。
こ
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の
、
士
一
説
と
い
う
人
の
お
か
れ
る
。
評
議
は
、
蒸
が

亡
び
る
こ
と
を
予
言
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
夫
女
制
不
逆
夫
、

天
之
進
也
。
事
大
不
報
怒
、
小
之
利
也
に
と
あ
る
か
ら
、
奈
の
行

為
を
例
と
し
て
、
小
閣
が
大
閣
に
仕
え
る
方
法
、
「
小
之
利
」
を
説

い
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
話
は
、
《
韓
非
子
・
外
錆

説
左
上
》
に
も
見
え
て
い
て
、
続
公
が
怒
っ
て
茶
を
伐
と
う
と
す
る

と
、
管
仲
が
諌
め
る
。
こ
の
時
の
一
一
人
の
や
り
と
り
を
記
す
と
次
の

よ
う
で
あ
る
。

仲
父
譲
問
、
夫
以
寝
席
之
戯
、
不
足
以
伐
人
之
閥
、
功
並
木
不
可
翼

也
、
詩
無
以
此
魚
稽
也
。
粧
公
不
謀
、
仲
父
日
、
必
不
得
己
、
楚
之

背
茅
不
寅
於
天
子
一
一
一
年
余
、
君
不
如
壊
兵
掛
川
天
子
伐
楚
、
楚
綴
、
図

還
悩
筑
波
対
日
、
余
魚
天
子
伐
楚
市
茶
不
以
兵
藤
従
、
悶
途
滅
之
。
此
義

於
名
市
利
於
賞
、
故
必
有
掛
川
天
子
諒
之
名
、
市
有
報
鱗
之
賞
。

管
仲
の
説
く
、
天
子
へ
の
貢
物
を
出
さ
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
楚

を
伐
ち
、
そ
の
際
、
茶
、
が
兵
を
出
し
て
協
力
し
な
か
っ
た
と
し
て
茶

を
減
す
方
策
は
、
同
じ
事
件
に
よ
り
な
が
ら
も
、
《
事
諮
》
の
士
説

の
評
一
訟
と
は
違
っ
て
、
批
判
の
対
象
は
、
底
抜
に
は
桓
公
で
あ
る
。

ま
た
、
《
管
子
・
大
医
篇
》
に
も
こ
の
話
は
見
え
て
い
て
、
そ
れ

に
よ
る
と
、
税
公
が
宋
夫
人
を
悶
に
帰
す
と
、
宋
で
は
凝
侯
に
嫁
に

や
る
。
怒
る
板
公
を
管
仲
が
諌
め
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

公
怒
告
管
仲
臼
、
欲
伐
宋
。
管
仲
間
、
不
可
。
思
開
内
政
不
修
、

外
翠
事
不
済
。
公
不
灘
、
果
伐
宋
。
諸
侯
輿
丘
ハ
而
救
宋
、
大
敗
芳
郎
。

と
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
《
事
諾
》
の
士
説
の
評
語
と
は
共
通
性
が
な

い
。
ま
た
、
《
史
記
・
斉
世
家
》
、
《
管
茶
世
家
》
に
も
こ
の
こ
と
は

記
さ
れ
て
い
る
が
、
士
説
の
評
語
に
相
当
す
る
よ
う
な
こ
と
ば
は
見

当

γり
よ
ほ
い
。

と
こ
ろ
が
、
登
場
人
物
・
話
こ
そ
違
う
が
、
次
の
よ
う
な
記
事
が

《
韓
非
子
・
説
林
下
》
に
見
え
る
。

知
伯
終
伐
仇
由
、
而
道
難
不
通
。
乃
銭
大
鐘
遺
仇
由
之
君
、
仇
由

之
君
大
説
、
除
道
路
内
之
一
。
赤
一
章
受
枝
問
、
不
可
。
此
小
之
所
以
事

大
也
、
市
今
也
大
以
来
、
卒
必
時
間
之
、
不
可
内
也
。
仇
由
之
君
不
賄
側
、

、
議
内
之
。

こ
の
記
事
は
、
ま
ず
歴
史
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
に
赤
章
暴
投
の
諌

設
が
付
く
と
い
う
構
成
が
《
事
誘
》
に
似
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

赤
家
長
校
の
「
此
小
之
所
以
事
大
也
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
本
章
の

コ
争
大
不
報
怒
、
小
之
利
也
」
と
通
じ
合
う
よ
う
で
あ
る
。

八
普
献
公
欲
襲
貌
章

こ
の
章
に
つ
い
て
、
④
の
〔
注
一
〕
は
「
比
意
事
見
《
左
待
》
、

《
公
羊
侍
》
和
《
穀
梁
停
》
的
信
公
二
年
(
公
元
前
六
五
八
年
〉
。

担
文
一
与
《
穀
梁
待
》
最
相
近
よ
と
い
う
。
輩
出
関
は
、
普
献
公
が
読

を
襲
撃
し
よ
う
と
し
て
い
援
に
道
を
か
り
よ
う
と
し
た
。
官
之
奇
の
反

対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
属
産
之
乗
い
と
に
あ
ざ
む
か

( 20 ) 



れ
、
道
を
か
し
、
虞
も
滅
び
る
。

こ
の
章
に
は
評
者
及
び
評
語
ら
し
い
部
分
は
な
く
、
注
釈
の
い
う

よ
う
に
、
文
は
ほ
ぼ
《
穀
梁
伝
》
億
公
二
年
に
近
い
。
ま
た
贈
り
物

を
受
け
入
れ
て
簡
を
亡
す
と
い
う
話
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
い
え
ば
、
前

項
に
引
い
た
《
斡
非
子
・
説
林
下
》
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

九
衛
献
公
出
亡
章

こ
の
章
に
つ
い
て
の
④
の
〔
注
一
〕
は
「
此
意
事
見
《
左
待
》
褒

公
二
十
六
年
及
二
十
七
年
ハ
公
元
前
五
回
七
年
及
次
年
)
，
此
所
氾

法
治
絞
津
。
」
と
あ
る
。
章
旨
は
、
亡
命
中
の
衛
獄
公
は
、
八
ム
子
段

を
使
っ
て
寧
召
子
を
そ
そ
の
か
し
、
公
子
浮
(
時
効
公
〉
を
殺
さ
せ
よ

と
す
る
。
右
口
口
は
、
寧
召
子
を
諌
め
る
が
開
き
入
れ
ら
れ
ず
、
公

子
浮
を
殺
す
。
献
公
は
関
に
入
る
と
寧
召
予
を
殺
す
。
こ
の
章
の
中

心
は
、
右
口
口
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
右
口
口
と
は
、
《
左
伝
》
に

ハ
注
六
〉

よ
れ
ば
右
宰
殺
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
業
に
は
、
評
者
及
び
許
諾
に
相
当
す
る
部
分
は

な
い
。
強
い
て
い
え
ば
、
寧
若
子
を
諌
め
る
右
口
口
の
こ
と
ば
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
意
の
寧
召
子
の
行
為
は
、
亡
命
中
の
君
を
国
に

入
れ
、
伎
に
つ
く
と
、
か
え
っ
て
罪
を
与
え
ら
れ
殺
さ
れ
る
と
い
う

点
か
ら
す
れ
ば
、
一
撃
の
塁
克
と
共
通
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

十
呉
入
会
諸
侯
葉

こ
の
章
に
つ
い
て
の
告
の
〔
注
二
は
、
「
此
意
事
見
《
左
待
》

友
公
十
二
年
(
公
元
前
回
八
と
い
う
。
こ
の
章
は
《
左
伝
》

と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
《
左
伝
》
に
く
ら
べ
《
事
認
》
が
や
や
簡

略
で
あ
る
ο

章
旨
は
、
間
決
が
諸
侯
と
会
し
た
際
、
衛
君
が
遅
れ
た
。

呉
人
が
衛
君
を
拘
禁
す
る
と
、
子
支
が
遅
れ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

子
賞
の
説
明
は
、
衛
闘
で
は
衛
君
が
呉
の
会
盟
に
来
る
こ
と
に
賛
否

が
分
れ
、
問
問
論
が
二
分
さ
れ
て
い
る
、
今
、
衛
君
を
拘
禁
す
る
こ
と

は
反
対
派
を
力
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
、
呉
が
天
下
の
覇

者
と
な
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
。
呉
人
は
そ
こ
で
拘
禁
を
解
い

た
。
こ
の
章
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
会
盟
に
遅
れ
た
衛
君
を
解
放
さ
せ
る

た
め
の
子
京
の
弁
明
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

十
一
魯
桓
公
少
章

こ
の
章
に
つ
い
て
、
④
の
〔
注
ニ
は
「
此
意
事
見
《
左
待
》
隠

公
初
及
捻
公
十
一
年
(
公
元
前
七
一
二
年
)
，
也
見
《
公
羊
侍
》
隠

公
四
年
。
但
関
子
辛
的
課
治
方
各
持
所
元
。
」
と
あ
る
。
章
旨
は
、

魯
隠
公
は
幼
い
桓
公
を
太
子
と
し
て
立
て
た
。
公
子
筆
は
、
太
子
を

代
え
る
こ
と
を
進
言
し
た
が
、
騒
公
は
聞
き
入
れ
ず
、
公
子
筆
を
罪

す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
開
い
た
関
子
辛
は
、
将
来
、
公
子

輩
が
隠
公
を
裏
切
る
こ
と
を
予
一
一
一
目
す
る
。
桓
公
が
長
ず
る
と
、
果
し

て
公
子
筆
は
桓
公
を
そ
そ
の
か
し
、
隠
公
を
殺
さ
せ
た
。

こ
の
意
の
中
心
と
な
る
関
子
辛
の
評
語
部
分
は
、
残
欠
が
多
く
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
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十
二
長
万
章

こ
の
章
に
つ
い
て
④
の
二
は
、
「
此
意
事
見
《
左
待
》
庄

公
十
一
年
及
十
二
年
(
公
…
空
間
ム
ハ
八
三
年
及
次
年
三
也
見
《
公
羊

待
》
。
某
人
的
評
治
方
各
持
所
克
己
と
い
う
。
章
同
日
は
、
宋
の
長
万

は
魯
と
宋
と
の
戦
い
に
魯
に
捕
え
ら
れ
た
が
、
後
に
宋
に
帰
る
こ
と

が
で
き
た
。
宋
君
は
、
宋
万
が
魯
の
腐
と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
恥

か
し
め
た
。
長
万
は
そ
れ
を
気
に
か
け
て
い
た
。
こ
の
事
に
、
次
の

評
訴
が
震
か
れ
る
が
、
資
料
の
残
欠
に
よ
っ
て
、
評
者
の
名
は
明
ら

か
で
は
な
い
。

口
口
口
口
口
夫
君
者
医
之
所
得
川
容
也
。
朝
夕
自
降
、
日
以
有
幾
也
。

是
故
君
入
者
、
刑
之
所
不
及
、
弗
す
(
拾
)
於
心
、
〔
伐
之
〕
所
未

加
、
弗
見
於
色
、
故
刑
伐
巴
加
而
箆
心
不
生
。
今
界
而
弗
談
、
祉
部

一
五
之
、
是
総
其
幾
而
合
(
陥
)
之
深
口
口
口
何
口
丘
之
開
之
也
。
ロ

ロ
口
口
口
口
於
君
、
君
鮮
不
審
余
。

《
事
務
》
で
は
、
評
…
訟
の
宋
設
が
殺
害
さ
れ
る
こ
と
の
子
一
一
一
一
向
で
終

り
、
結
末
は
一
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
《
左
伝
》
に
よ
れ
ば
、
忍
年
、

宋
君
は
長
万
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
ο

と
こ
ろ
で
、
《
公
平
伝
》
で
は
、
《
左
伝
》
、
《
事
誠
一
川
》
と
違
っ
て
、

魯
か
ら
帰
っ
た
長
万
は
宋
殺
の
前
で
魯
侠
を
賛
美
し
、
そ
れ
を
ね
た

む
宋
君
が
長
万
を
は
ず
か
し
め
る
、
と
い
う
筋
立
て
と
な
っ
て
い

る
。
《
斡
詩
外
伝
八
》
《
新
序
・
義
勇
篇
》
に
記
さ
れ
る
話
は
、
《
公

羊
伝
》
と
一
致
す
る
。

十
三
宋
荊
戦
私
水
之
上
章

こ
の
章
に
つ
い
て
の
④
の
〔
注
一
〕
は
「
此
章
事
見
《
左
持
》
億

公
二
十
二
年
ハ
公
元
前
六
三
八
年
)
，
也
見
《
公
羊
待
》
和
《
穀
梁

待
て
但
士
庭
的
坪
治
方
各
判
所
元
よ
と
い
う
。
章
旨
は
、
宋
と
楚

と
が
訟
水
で
戦
っ
た
時
、
宋
司
馬
の
す
す
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宋

君
は
楚
寧
の
硝
仰
が
整
え
ら
れ
る
の
を
待
っ
た
。
士
匿
と
い
う
人
が
宋

の
敗
戦
を
予
言
し
、
果
し
て
宋
は
敗
れ
た
。
士
一
援
の
は
以
下
の

よ
う
で
あ
る
。

宋
必
敗
。
吾
開
之
、
一
用
、
不
蛍
名
則
不
克
。
邦
治
適
(
一
敵
)

鋭
、
兵
之
所
迷
(
迩
)
也
。
小
邦
口
大
邦
、
邪
以
務
(
援
)
之
、
丘
ハ

之
所
口
也
。
諸
侯
失
践
、
天
子
諒
之
、
兵
口
口
口
也
。
故
口
口
口
口

口
口
口
口
於
百
姓
、
上
下
無
郁
然
后
可
以
済
。
伐
、
深
入
多
殺
者
潟

上
、
所
以
徐
害
也
。
今
宋
用
兵
部
不
口
、
見
間
部
弗
従
、
非
徳
伐
問
、

政
(
陣
〉
何
魚
。
丘
宋
君
不
伺
ハ
耽
)
不
全
宋
人
之
腹
路
(
頚
)
、
十
郎

何
(
耽
)
不
全
剤
探
(
陣
〉
之
義
、
逆
余
。
以
逆
使
民
、
其
何
以
憐

ク~。
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と
こ
ろ
で
、
ほ
ぼ
同
じ
述
が
《
韓
非
子
・
外
儲
説
一
左
上
》
に

は
、
宋
一
袈
公
が
楚
と
深
谷
で
戦
っ
た
こ
と
と
し
て

A

記
さ
れ
て
い
る
。

楚
が
戦
陣
を
整
え
る
ま
で
待
と
う
と
す
る
裏
公
に
、
右
一
一
円
馬
鱗
強
が

「
君
不
愛
宋
民
腹
心
不
完
、
特
潟
義
耳
い
と
進
一
一
一
泊
す
る
。
こ
れ
は
、



上
に
引
い
の
「
宋
君
不
耽
不
全
宋
人
之
腹
頭
、
一
郎
耽
不
全
剃

陣
之
義
、
逆
突
い
と
き
わ
め
て
近
い
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

。

〉

h
ノ

呉
伐
越
章

こ
の
撃
に
つ
い
て
④
の
〔
注
二
は
「
此
章
事
児
《
左
符
》
業
公

二
十
九
年
(
公
元
前
五
四
四
年
)
。
《
左
作
》
走
涼
治
己
と
い
う
。

意
旨
は
、
間
決
が
越
を
伐
ち
、
越
民
を
刑
す
る
こ
と
も
な
く
連
れ
帰

り
、
制
川
を
行
わ
ず
に
舟
を
管
理
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
に
、
紀
識
と
い

う
人
の
次
の
よ
う
な
評
議
が
あ
る
。

刑
不
春
、
使
守
布
周
(
舟
)
、
激
ハ
印
刷
)
其
踊
也
。
刑
人
何
(
祉
)

刑
南
京
不
山
梨
、
口
恕
(
畑
山
〉
以
可
ハ
伺
)
問
、
千
高
必
有
幸
会
。

果
し
て
呉
子
除
奈
は
、
舟
を
綴
た
時
、
舟
を
管
理
さ
せ
て
い
た
越
人

に
殺
さ
れ
た
。

十
四

の
文
は
、
紀
諮
の
一
許
認
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
《
左
伝
》
と

一
致
す
る
。
速
い
を
い
え
ば
、
《
左
伝
》
で
は
「
獲
停
索
以
策
関
」

と
あ
る
部
分
が
、
《
事
…
訟
》
に
は
「
復
其
氏
、
以
節
、
弗
復
口
口
刑

ウ
ど
と
あ
り
、
「
復
」
字
の
意
味
が
不
明
な
が
ら
も
、
文
の
大
旨
は

(
沈
七
〉

刑
を
行
な
わ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ

で
、
《
在
伝
》
と
ほ
ぼ
同
じ
事
件
を
記
し
な
が
ら
、
《
事
誌
の
文
は

刑
を
行
う
こ
と
の
安
要
さ
を
説
く
文
へ
と
変
わ
る
。
紀
識
は

こ
う
し
た
文
を
う
け
て
い
る
こ
と
に
詑
目
し
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
で
紀
諮
の
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
刑
不
容
」
と
い
う
読

に
あ
ろ
う
か
。
《
管
子
・
法
法
》
に
「
凡
赦
者
、
小
和
市
大
害
者
也
、

故
久
市
不
勝
其
柄
。
琵
赦
者
、
小
寄
宿
大
利
者
也
、
故
久
間
不
勝
英

…
腕
」
と
い
う
訟
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
紀
諮
の
主
張
と
近
い
も

の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

十
五
魯
荘
公
有
疾
章

こ
の
章
に
つ
い
て
の
④
の
〔
注
一
〕
は
「
此
章
事
見
《
左
待
》
庄

公
三
十
二
年
室
関
公
二
年
(
公
元
前
六
六
二

i
前
六
六

O
〉
。
関
子

辛
的
課
治
;
方
各
持
所
元
己
と
あ
る
。
意
旨
は
、
魯
荘
公
が
重
疾

で
、
公
子
一
庁
に
後
嗣
を
た
ず
ね
る
と
慶
父
を
推
し
た
。
末
弟
の
公
子

佑
は
荘
公
の
子
の
綴
を
推
し
た
。
荘
公
が
死
ぬ
と
、
煩
が
位
に
つ
く

が
、
慶
一
父
は
煩
を
殺
し
、
公
子
啓
方
を
立
て
て
関
公
と
す
る
。
関
公

は
国
外
に
亡
命
し
て
い
た
公
子
備
と
慶
父
を
国
に
招
い
た
。
こ
こ
に

関
子
辛
の
評
語
が
あ
り
、
関
公
に
「
后
患
」
の
あ
る
こ
と
を
予
想
し

て
い
る
。
関
子
辛
の
評
語
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

君
以
逆
徳
入
、
怠
(
殆
)
有
後
患
。
夫
共
中
(
仲
)
鵠
(
関
〉
人

際
放
其
扶
〈
扶
〉
以
犯
尚
氏
之
衆
、
殺
子
煩
市
立
君
、
除
君
恕
寝
泊
〉

也
。
今
〔
召
〕
而
公
子
佑
倶
一
人
〈
入
〉
、
不
怒
(
怨
)
也
。
若
不
怒

(
怨
)
怒
(
怨
〉
知
徳
無
事
会
。
第
其
親
則
則
一
徳
免
奈
怠
〈
。
二
子
之
襲

失
量
於
君
、
捜
於
諾
怒
(
悔
〉
(
詐
)
怒
(
知
也
、
荷
段
(
袈
)

之
不
問
。
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二
年
後
、
関
公
注
慶
父
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

十
六
魯
槙
公
与
文
萎
会
斉
侯
子
楽
章

こ
の
章
に
つ
い
て
の
④
の
〔
法
二
は
「
此
章
事
見
《
友
待
》
桓

公
十
八
年
(
八
ム
元
前
六
五
四
年
)
及
《
管
子
・
大
医
》
ο

医
寧
浮
治

活
与
《
管
子
》
略
向
。
」
と
い
う
。
章
旨
は
、
魯
桓
公
が
夫
人
の
文

発
と
共
に
斉
侯
と
会
見
す
る
。
文
発
は
兄
の
斉
侯
と
通
じ
る
、
穏
公

が
文
売
を
責
め
る
と
、
文
発
は
斉
侯
に
告
げ
て
、
公
子
診
生
を
使
っ

て
椋
公
を
殺
さ
せ
る
。
こ
の
事
件
に
援
寧
の
以
下
の
よ
う
な
評
語
が

お
か
れ
る
。

一
世
間
之
、
賢
者
死
忠
以
痔
尤
而
百
姓
愚
落
。
知
(
智
)
者
痘
李

(
理
)
長
門
慮
〕
部
身
得
比
(
庇
)
索
。
A
A
7

彰
生
、
近
君
、
口
無
警
官
、

容
行
阿
君
、
使
一
世
失
親
戚
之
、
有
(
叉
)
勅
(
力
〉
成
五
阿
君
之
遇
、

以
口
二
邦
之
忠
、
彰
生
其
不
菟
〔
乎
〕
、
縞
李
(
翠
)
廓
一
為
。
君
以
怒

議
械
、
不
畏
惑
也
。
親
問
容
昏
、
ヰ
一
口
無
医
(
患
)
也
。
幾

2
3

〔
及
〕
診
生
部
能
貞
(
正
)
之
乎
。
品
管
若
有
談
、
影
牛
…
必
須
説
。

評
認
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
彰
生
の
行
為
で
、
彰
生
が
、
斉
君
が
妹
と

通
じ
た
こ
と
を
止
め
も
せ
ず
、
斉
と
魯
と
を
対
立
さ
せ
、
禍
は
彰
生

よ
り
生
じ
た
と
し
て
魯
に
よ
っ
て
諒
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
す
る
。
果

し
て
魯
人
の
諮
求
に
よ
っ
て
斉
侯
は
拶
生
を
殺
す
。
《
事
語
》
の
こ

の
文
は
、
医
寧
の
一
評
請
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
《
左
伝
》
組
公
十
八
年
と

同
じ
で
あ
る
。
こ
の
章
で
特
に
設
問
さ
れ
る
の
が
、
医
寧
の
評
誌
を

含
め
て
、
こ
の
章
全
体
が
《
管
子
・
大
医
》
と
き
わ
め
て
似
通
う
こ

と
で
あ
る
。
た
だ
《
管
子
》
で
は
、
評
者
の
名
が
底
寧
で
は
な
く
て

(
注
入
)

竪
長
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
文
の
後
に
さ
ら
に
、
薬
公
が
狩
に

出
て
一
本
議
に
出
会
い
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
裏
公
が
死
ぬ
、
と
い

う
記
事
が
続
く
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
な
お
予
知
の
注
に
よ
れ

ば
、
竪
長
と
は
斉
大
夫
で
あ
る
。

、
《
事
語
》
の
構
成
と
評
者
、
評
語

前
節
に
お
い
て
、
《
事
話
》
の
一
章
よ
り
十
六
章
に
つ
い
て
の
検

討
を
進
め
た
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
述
べ
ら
れ
て
い
る

歴
史
記
事
は
、
「
一
一
、
燕
大
夫
章
」
を
除
い
て
、
《
春
秋
三
伝
》
《
国

語
》
《
戦
国
策
》
《
管
子
》
等
の
先
秦
諸
書
に
断
片
的
で
あ
れ
見
え
る

も
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
春
秋
時
代
の
事
件
と
し
て
、
周
知
の

療
史
記
事
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
《
事
諮
》
に
記
さ
れ
る
こ
れ
ら
の

捷
史
記
事
に
は
、
何
か
共
通
性
が
有
る
の
だ
ろ
う
か
。
有
る
と
す
れ

ば
そ
れ
は
何
か
、
こ
の
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
気
づ
く
の
は
、
「
十
、
呉
人
会
諸
侯
章
」
の
、
子
煮
の
活
躍

に
よ
っ
て
街
君
が
呉
の
拘
禁
を
解
か
れ
た
章
を
徐
き
、
他
は
す
べ
て

鼠
の
滅
亡
、
何
人
の
死
に
か
か
わ
る
こ
と
が
主
題
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
を
意
加
に
い
え
ば
、
二
章
・
燕
、
一
一
一
章
・
越
、
七
草
・
菜
、

八
章
・
虞
、
・
宋
は
、
い
ず
れ
も
爵
君
が
愚
昧
で
あ
る
こ
と
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な
ど
の
理
由
か
ら
m
闘
が
滅
亡
す
る
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
十
二
単
・
魯
隠
公
、
十
二
議
・
宋
関
公
、
十
四
章
・
同
九
八
子
徐
茶
、

十
五
章
・
魯
関
公
等
の
設
は
、
関
設
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
試

さ
れ
る
こ
と
が
主
題
で
あ
る
。
ま
た
、
一
点
目
了
間
十
一
克
、
四
家
・
恵
伯
、

五
事
・
暁
抑
制
、
ム
ハ
章
・
伯
有
、
九
章
・
寧
召
子
、
十
六
章
・
彰
生
の

各
章
は
、
偶
人
の
死
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
一
章
、
九
章
な
ど
の
よ

う
に
、
策
謀
を
こ
ら
し
、
そ
の
結
果
事
は
成
就
す
る
が
か
え
っ
て
殺

さ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
国
と
閣
と
、
が
せ
め
ぎ
合
う
中
で
、
あ
る
い

は
大
夫
問
の
権
力
争
い
の
中
で
身
を
犠
牲
と
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
偶
人

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
《
事
詩
》
の
十
六
章
は
、
明
ら
か
に
あ
る
一

つ
の
基
準
が
有
っ
て
、
そ
の
基
準
に
沿
っ
て
記
事
が
選
ば
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
っ
て
、
春
秋
時
代
の
十
六
の
摩
史
記
事
が
た

だ
集
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
《
事
務
削
》

の
構
成
、
各
章
の
連
関
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
そ
の
排
列
は
時
代

に
よ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
主
題
別
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

ハ
注
九
〉

で
も
な
さ
そ
う
で
、
明
ら
か
で
は
な
い
。〈

注
十
)

と
こ
ろ
で
、
こ
の
《
事
語
》
は
張
政
娘
氏
も
い
う
よ
う
に
、
記
述

の
重
点
は
歴
史
記
事
よ
り
も
、
そ
の
記
事
に
つ
い
て
の
予
言
・
評
論

に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
次
に
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

前
節
で
検
討
し
た
こ
と
の
う
ち
、
評
語
の
有
無
、
評
者
名
を
表
に

す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

:fii主 許認 百平 者

1 。不明(郭1麗?)

2 。子事

3 。口赫〈社鶴?)

4 f終

リF 。不明

6 。関子辛

7 。こと設

8 無

9 1摂

10 無

11 。関子辛

12 。不明

13 。士陸〈布河島l持強?)

14 。紀譜

15 。関子辛

16 。器準(竪長〉
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右
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
評
者
に
関
子
辛
と
い
う
人
物
が
三

(
注
十
二

出
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、
評
者
が
ど
の
よ
う
な
人
か

《
事
務
開
》
に
よ
る
か
、
ぎ
り
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
回
、

八
、
九
、
十
意
は
、
歴
史
記
事
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
評
論
・

予
一
一
一
一
口
に
桔
当
す
る
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
。

次
に
評
一
諸
問
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

七
撃
で
、
評
者
の
士
説
が
「
夫
女
制
不
逆
夫
、
天
之
道
也
、
事
大

不
報
怒
、
小
之
利
一
也
ご
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
七
章
を
検
討

し
た
際
に
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
《
韓
非
子
・
説
林
下
》
と
関
連

あ
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
十
一
章
で
、
評
者
の
関
子
辛
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。



長
問
防
長
一
英
威
、
究
職
其
口
。
其
口
有
口
口
口
口
口
口
口
口
口
夫
奉

孤
者
臼
索
以
暴
忠
口
伐
以
口
口
口
忠
ハ
懐
)
口
口
口
口
有
姦
心
市
口

口
口
口
正
也
窓
口
君
耳
関
口
口
心
不
怒
口
志
意
。
事
口
口
口
疾
口
口
腔

非
備
也
。
口
口
口
之
、
共
能
久
作
人
命
、
卒
必
答
ハ
詐
)

之。こ
の
評
.
誌
に
は
残
欠
も
あ
っ
て
よ
く
分
ら
な
い
と
こ
ろ
が
有
る
が
、

路
公
が
公
子
議
の
進
一
斉
を
受
け
入
れ
て
、
幼
い
粧
公
を
太
子
の
座
か

ら
降
す
こ
と
も
せ
ず
、
さ
り
と
て
、
誤
っ
た
進
一
一
誌
を
す
る
公
子
筆
を

界
し
よ
う
と
も
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
十

二
家
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
君
が
臣
下
に
刑
と
伐

を
正
し
く
加
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
、
刑
と
伐
の
み
が
直
下

に
乱
心
を
生
じ
さ
せ
な
い
方
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
十
一
ニ
撃

で
土
援
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
「
兵
に
一
一
一
用
あ
り
い
と
し
て
「
邦

治
散
乱
い
叶
小
邦
口
大
邦
、
邪
以
擦
之
い
「
諮
侯
失
雄
、
天
子
談
之
い

と
い
う
一
一
…
項
と
、
「
伐
、
深
入
多
殺
者
偶
川
上
、
所
以
除
窓
口
也
」
と
い

う
伐
の
主
張
で
あ
る
。
十
四
業
は
、
歴
史
記
事
は
《
左
伝
》
と
関
連

を
持
ち
な
が
ら
も
、
紀
諮
の
こ
と
ば
を
援
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
を

疋
し
く
執
行
す
べ
き
こ
と
を
説
く
文
章
と
な
っ
て
お
り
、
《
管
子
・

法
法
》
と
関
連
す
る
こ
と
に
は
す
で
に
触
れ
て
お
い
た
。
十
六
章
の

臨
寧
の
こ
と
ば
が
、
《
管
子
・
大
医
》
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
そ
の
中
で
、
ぺ
賢
者
死
忠
以
降
尤
一
間
百

姓
愚
正
一
向
。
知
者
痘
理
長
【
慮
〕
而
身
得
庇
鷲
」
と
あ
る
の
は
、
君
に

従
う
こ
と
で
身
を
滅
す
る
と
い
う
行
為
を
否
定
し
、
忠
を
否
定
し
た

も
の
と
理
解
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
《
事
一
語
》
が
、
歴
史
記
事
よ
り

も
、
歴
史
記
事
に
つ
い
て
の
評
論
・
予
言
に
中
心
が
あ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
が
、
今
述
べ
た
よ
う
に
《
管
子
》

《
韓
非
子
》
な
ど
と
関
連
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
《
事
一
語
》

と
い
う
資
料
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
点
は
後
に
ま
た
触
れ
る
だ
ろ
う
。

盟
、
《
鐸
氏
徴
》
《
公
孫
密
》
と
《
事
語
》

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
《
事
話
》
は
、
作
者
も
書
名
も
明
ら
か

で
は
な
い
。
い
っ
た
い
、
誰
が
、
ど
う
い
う
目
的
で
こ
の
資
料
を
作

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
張
政
娘
氏
は
、
《
事
一
読
》

が
春
秋
時
代
の
こ
と
を
記
し
、
歴
史
事
実
よ
り
評
論
を
記
す
こ
と
に

重
点
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
《
史
記
・
十
二
諸
侯
年
表

序
》
(
以
下
《
年
表
序
》
と
略
す
〉
及
び
《
漢
書
・
芸
文
志
》
に
著

録
さ
れ
る
《
鋒
氏
徴
》
、
が
近
い
と
し
な
が
ら
も
、
《
事
務
》
は
文
章

が
短
く
、
編
輯
体
例
上
も
統
一
が
と
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の

で
、
一

i

、
り
い
的
論
者
大
約
是
ホ
i
i
〈
脳
冬
棋
的
教
お
先
生
。
日
必
祥
的
担
当

勺
洪
此
一
一
閃
史
故
事
，
学
点
沼
山
口
口
，
方
将
来
遊
一
歩
学
ヨ

《
世
》
、
等
等
作
准
各
。
い
と
結
論
づ
け
る
。
ま
た
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《
春
秩
》
、



編
者
と
し
て
は
、
評
者
に
関
子
半
が
…
一
一
出
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
門

〈
花
十
二
)

徒
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
す
る
。
《
鐸
氏
微
》
は
、
《
年
表
序
》
に

よ
れ
ば
四
十
章
、
《
深
志
》
に
よ
れ
ば
一
二
篇
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
劉

(
注
十
三
〉

向
の
《
別
録
》
に
よ
れ
ば
、
《
抄
撮
》
八
巻
が
そ
れ
に
相
当
す
る
ら

し
い
。
《
年
表
序
》
の
「
鐸
淑
掛
川
楚
威
主
伸
、
潟
支
不
能
議
磁
春
秋
、

采
取
成
敗
い
と
い
う
説
明
に
よ
れ
ば
、
《
鐸
氏
徽
》
は
…
編
年
体
で
は

な
く
、
一
項
目
を
一
家
と
し
て
四
十
項
目
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
と

(
派
十
閉
〉

考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
《
事
語
》
は
こ
の
《
鐸
氏
徴
》
四
十
章

の
一
部
が
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
推
測
が
成
立
つ
か
も

し
れ
な
い
。
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
《
鐸
氏
徴
》
が
《
年
表
序
》

に
記
さ
れ
る
よ
う
な
資
料
で
あ
る
な
ら
ば
、
《
春
秋
》
三
伝
と
の
共

通
点
は
、
た
ん
に
歴
史
記
事
の
部
分
ば
か
り
で
な
く
、
《
左
伝
》
に

見
え
る
「
君
子
日
:
:
:
」
と
い
う
部
分
も
採
り
こ
ま
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
か
ら
、
《
事
訴
》
の
評
語
部
分
が
《
左
伝
》
と
、
と
り
わ

け
「
君
子
日
:
:
:
」
と
通
じ
合
う
部
分
が
あ
っ
て
も
良
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
ま
っ
た
く
共
通
性
が
な
い
こ
と
は
、

議
接
の
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
は
関
難
の
よ
う
に
わ
れ

る。
回

を

、

と

《

漢

志

》

に

見

え

る

《

公

孫

〈
注
十
五
)

で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
《
年

に
《
公
孫
劉
》
に
つ
い
て
「
括
撚
春
秋
之
文
以
著
書
」
と
記

ま
た

す
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
《
漢
志
》
に
よ
る
と
、
《
公
孫
間
》
一
第
十

八
章
が
作
ら
れ
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
、
…

i

湾
問
問
主
失
閥
、
間
之
、
間

関
魚
煉
古
今
成
敗
也
む
い
と
記
し
て
い
て
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う

に
、
《
事
筑
間
》
が
悶
を
滅
し
、
人
を
亡
す
例
を
多
く
集
め
て
い
る
こ

と
と
も
通
じ
合
う
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
《
公
孫
厨
》
の

〈
注
十
六
)

佼
文
と
思
わ
れ
る
文
が
《
有
子
・
麗
国
策
》
に
引
か
れ
て
い
る
。
今

こ
の
文
を
見
る
と
、
楚
一
世
誠
一
£
が
子
発
を
し
て
茶
を
伐
た
せ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
《
春
秋
》
昭
公
十
一
年
の
記
事
に
も
と
づ

く
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
《
史
記
》
が
、
《
公
孫
間
》
は
「
括
採

春
秋
之
文
以
著
書
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
か
ら
、
《
窃

子
・
麗
関
篇
》
の
引
文
を
《
公
孫
間
》
の
伏
文
と
認
め
て
良
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
《
荷
子
・
一
構
図
篇
》
の
こ

の
文
も
、
あ
る
い
は
こ
の
文
に
関
連
す
る
よ
う
な
康
史
記
事
を
も
、

《
事
諮
》
十
六
章
の
中
か
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

《
事
語
》
は
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
巻
設
が
残
欠
し
て
い
る
か
ら
、

《
公
孫
毘
》
の
伐
文
は
こ
の
部
分
に
あ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
を
否

定
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
文
で

見
る
か
ぎ
り
、
《
事
一
括
》
を
特
色
づ
け
て
い
た
評
認
に
相
当
す
る
表

現
は
見
え
な
い
か
ら
、
《
公
孫
庖
》
と
《
事
語
》
と
の
間
関
連
性
は
、

や
は
り
少
い
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。

「
十
六
、
魯
桓
公
与
文
中
一
一
玄
武
斉
侯
子
楽
章
」
を
検
討
し
た
際
に
す
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で
に
触
れ
た
が
、
十
六
章
の
援
史
記
事
は
《
左
伝
》
桓
公
十
八
年
と

共
通
し
な
が
ら
も
、
そ
の
際
史
記
事
一
に
評
語
が
付
け
ら
れ
る
と
い
う

構
成
は
、
《
管
子
・
大
箆
》
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
見
え
て
い
た
。
《
事

務
削
》
の
中
で
、
評
一
流
仰
を
含
め
て
他
蓄
に
見
え
る
の
は
こ
の
章
の
み
で

あ
る
。
《
管
子
》
と
い
う
議
物
が
一
時
の
撰
述
で
は
な
く
、
そ
の
中

に
異
な
る
時
期
の
、
間
決
な
る
思
想
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に

(
校
十
七
〉

先
人
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
か
で
こ
の
《
大
震
篇
》
に
つ

い
て
、
羅
根
沢
は
、
《
左
伝
》
と
共
通
す
る
記
事
が
あ
る
こ
と
、
両

者
の
記
事
を
比
較
し
て
《
大
医
篇
》
が
《
左
伝
》
を
襲
う
も
の
で
あ

る
と
認
め
て
、
戦
闘
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定

(
松
一
八
)

す
る
。
《
大
医
篇
》
が
《
左
伝
》
の
記
事
を
取
り
こ
み
な
が
ら
、
そ

こ
に
評
語
的
な
語
句
を
つ
け
加
え
て
お
り
、
《
事
諾
》
も
ま
た
《
左

ハ
注
十
九
〉

伝
》
と
康
史
記
事
が
共
通
し
そ
こ
に
評
認
を
加
え
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
の
評
訟
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
《
事
語
》
は

《
大
医
篇
》
と
資
料
的
に
か
な
り
近
い
も
の
と
見
て
良
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
《
大
震
篇
》
と
し
て
見
た
場
合
は
、
全
体
の

構
成
は
《
事
諾
》
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
間
一
の
も
の
と
認
定
し
よ
う
と
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
《
事
諮
》
の
中
心
を

な
す
評
一
掛
川
部
分
に
は
、
《
管
子
》
ば
か
り
で
な
く
、
《
韓
非
子
》
と
似

通
う
思
想
が
記
さ
れ
て
い
た
。
蘇
轍
は
《
管
子
》
に
つ
い
て
「
主
戦

図
之
際
、
諸
子
著
書
、
図
管
子
之
設
荷
増
盆
之
。
其
媛
情
任
法
遠
於

仁
義
者
、
多
申
韓
之
一
一
一
ロ
、
非
管
子
之
正
也
」
と
述
べ
、
ま
た
葉
夢
得

は
「
其
間
顔
多
輿
鬼
谷
子
相
箆
。
管
子
自
序
其
事
、
亦
泥
濫
不
切
、

〈
注
二
十
〉

疑
皆
戦
闘
幽
策
士
相
附
盆
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
《
管

子
》
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
が
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
《
事
語
》
に
も

あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
《
事
語
》
と
い
う
資
料

は
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
《
管
子
》
《
韓
非
子
》
な
ど
と
共
通
性
を

持
つ
こ
と
か
ら
見
て
、
葉
夢
得
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
戦

国
策
士
」
が
遺
し
た
資
料
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
推
測
す
る
の
で
あ

る。
五
、
《
事
語
》
を
撰
述
し
た
人
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つ
ぎ
に
、
「
戦
開
策
士
」
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に

考
え
て
み
よ
う
。
《
史
記
・
花
維
茶
沢
列
伝
》
に
、
茶
沢
が
泰
昭
王

に
登
用
さ
れ
た
時
の
こ
と
が
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

後
数
日
、
入
朝
、
言
於
秦
昭
王
日
、
客
新
有
従
山
東
来
者
日
奈
津
、

其
人
緯
士
、
明
於
一
一
一
五
之
事
、
五
伯
之
業
、
世
俗
之
媛
、
足
以
寄
秦

関
之
政
。
民
之
見
人
甚
衆
、
莫
及
、
民
不
如
也
。
度
敢
以
問
。
泰
昭

…
干
一
召
見
、
興
語
、
大
説
之
、
拝
借
用
客
郷
。

右
の
文
に
よ
れ
ば
、
務
沢
が
昭
五
に
用
い
ら
れ
る
に
至
る
き
っ
か
け

は
、
茶
沢
が
、
一
一
一
王
、
五
伯
の
こ
と
、
佐
俗
の
変
化
に
明
る
い
こ
と
、



つ
ま
り
歴
史
記
事
に
明
る
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
茶
、
沢
の
弁
じ

た
こ
と
が
ら
を
、
今
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
れ
は

庶
史
記
事
に
木
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
教
訓
を
昭
主
に
説
い
た
に
違
い
な

く
、
そ
う
い
う
能
力
を
持
つ
人
が
重
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
風
潮
は
漢
代
に
入
っ
て
も
続
い
て
い
る
。
《
史
記
-

m櫓
列
伝
》
に
「
脳
連
者
諮
問
銭
長
短
設
、
論
戦
図
之
様
襲
、
潟
八
十

一
首
。
」
と
あ
り
、
ま
た
《
史
記
・
酷
吏
列
伝
》
に
「
透
過
、
事
長

短
、
間
暴
麗
人
也
、
{
日
…
丹
査
済
南
相
。
」
と
あ
り
、
《
漢
書
・
主
父
侮

伝
》
に
「
主
父
銀
、
湾
関
臨
蕗
人
也
、
翠
長
短
従
横
術
、
娩
遮
間
半
開
初

春
秋
百
家
之
一
一
一
一
向
、
激
麻
門
諸
子
向
。
」
と
あ
る
。

司
馬
遼
は
《
六
回
年
表
》
の
は
じ
め
に
、
そ
の
時
代
を
特
徴
会
つ
け

て
「
務
在
麗
兵
弁
敵
、
謀
詐
用
、
部
従
衡
短
長
之
説
起
。
」
と
か
、

「
戦
協
之
様
襲
、
亦
有
可
頗
采
者
」
と
記
し
て
い
る
ο

可
馬
還
が

《
十
二
諸
侯
年
表
》
で
、
そ
の
時
代
を
「
春
秋
」
と
い
う
理
念
で
示

し
二

i

及
如
荷
郷
、
孟
子
、
公
孫
圏
、
韓
非
之
徒
、
各
往
往
括
採
春

秋
之
文
、
以
審
議
、
不
可
勝
紀
。
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
し

て
い
う
な
ら
ば
、
ム
ハ
間
以
降
の
時
代
は
「
従
衡
短
長
、
権
料
提
j

一
の
時

代
と
も
い
え
よ
う
。
先
に
示
し
た
劇
通
や
辺
通
、
あ
る
い
は
主
父
綾

な
ど
い
わ
ゆ
る
従
横
家
は
、
ム
ハ
国
の
歴
史
か
ら
権
変
の
さ
ま
を
見
出

し
、
従
横
短
長
の
術
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
蘇
秦
の
《
蘇
子
三
十
一

篇
》
や
張
儀
の
《
張
子
十
倍
腕
て
さ
ら
に
馬
主
堆
漢
墓
か
ら

な
ど
と
一
緒
に
発
見
さ
れ
た
《
戦
関
従
横
家
書
》
な
ど
が
こ
う
し
た

人
々
の
記
録
で
、
こ
れ
ら
の
人
の
一
一
一
一
間
説
を
《
潔
志
》
は
「
従
横
家
」

と
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
先
に

引
い
た
《
主
父
悠
伝
》
の
一
記
事
で
、
主
父
侮
は
「
長
短
従
横
術
」
を

学
ぶ
と
と
も
に
、
「
春
秋
吉
家
之
一
一
一
一
口
」
を
学
び
、
「
斉
諸
子
関
」
を
め

ぐ
っ
た
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
諸
子
関
」
と
は
、
顔
部
古
の
注
に

よ
る
と
「
諸
侯
王
子
」
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
長
短
従
横
術
」

と
「
春
秋
百
家
之
一
一
一
一
口
」
と
を
学
ん
だ
主
父
侮
は
、
そ
の
知
識
で
も
っ

て
「
諸
侯
王
子
」
の
間
を
め
ぐ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
で
は
、
主
父

俣
の
い
う
「
春
秋
百
家
之
一
首
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
司

馬
遷
が
《
年
表
序
》
に
於
て
、
鐸
淑
、
虞
郷
、
呂
不
章
、
窃
卿
、
孟

子
、
公
孫
回
、
斡
非
一
の
徒
が
「
春
秋
」
を
の
ベ
た
、
と
記
し
て
い
る

こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
一
一
一
日
説
を
、
と
く
に
だ
れ
と

限
定
は
出
来
な
い
な
が
ら
、
主
父
俣
の
「
春
秋
百
家
之
一
一
一
一
口
」
に
当
て

て
み
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
唐
突
な
事
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
《
管
子
・
大
医
篇
》
と
《
事
語
》
と
を
含
め
る
こ
と
も
、
こ

ハ
注
二
十
一
〉

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
、
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

長
沙
国
丞
拐
で
あ
る
軟
侯
利
蒼
の
子
供
、
つ
ま
り
馬
王
堆
三
号
漢

墓
の
墓
主
も
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
こ
う
し
た
諸
侯
の
間
を
め
ぐ

る
「
戦
国
策
士
」
と
接
触
す
る
機
会
が
あ
り
、
す
れ
ば
そ
こ
に
《
戦

国
従
接
家
警
》
や
《
率
一
諦
》
の
類
が
残
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
考
え
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ら

れ

よ

う

。

ら

発

見

さ

れ

た

こ

れ

ら

の

自

は
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
再
び
我
々
の
自
に
ふ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
(
一
九
八
三
、
問
、
一
一
一
)

(
注
一
〉
こ
の
《
春
秋
事
一
市
川
》
に
つ
い
て
の
全
般
的
な
解
説
、
紹
介
に
つ
い

て
は
、
政
政
娘
《
〈
春
秋
事
活
〉
解
題
》
(
《
文
物
》
一
九
七
七
年
第
一
期
)

が
あ
る
。
本
稿
も
、
多
く
の
示
唆
を
こ
の
論
文
よ
り
受
け
て
い
る
。

本
稿
に
関
連
す
る
資
料
、
論
文
を
列
記
す
る
。
本
稿
に
於
て
資
料
、
論

文
を
引
用
す
る
場
合
、
す
べ
て
本
注
の
番
号
に
よ
り
、
い
ち
い
ち
資
料

名
、
論
文
名
を
記
さ
な
い
。

①
弦
政
焼
失
春
私
事
活
〉
解
題
》
(
《
文
物
》
一
九
七
七
年
第
一
期
)

⑨
局
主
堆
双
慕
'M
川
村
整
理
小
知
《
勾
王
堆
双
慕
出
土
鳥
羽
〈
春
私
事
法
〉

収
作
文
》
(
《
文
物
》
一
九
七
七
年
第
一
期
)

③
徐
仁
甫
《
斗
王
堆
仰
は
幕
内
山
特
〈
春
秋
事
活
〉
和
〈
左
待
〉
的
事
、
活

対
比
研
究
i
i淡
〈
友
待
〉
成
持
付
代
和
作
者
》
(
《
社
会
科
学
故
銭
》

一
九
七
八
年
第
四
期
〉

④
坊
主
堆
双
墓
舟
持
整
理
小
組
《
は
つ
王
堆
双
墓
鳥
羽
ハ
参
〉
》
ハ
文
物
出

版
社
一
九
七
八
年
〉

⑥
湖
南
省
博
物
館
《
弓
王
堆
双
慕
研
究
》
(
湖
南
人
民
出
版
社
一
九
七

?し

Z
司
ノ

イ
ノ
ノ
J

L

⑨
何
介
狗
張
縫
明
縮
写
《
斗
…
十
一
堆
奴
墓
》
〈
文
物
出
版
社
一
九
八
一
一

年
一
月
)

⑦
郵
良
樹
《
春
秋
事
訴
校
浮
》
(
《
竹
筒
市
議
論
文
集
》
所
収

間
一
九
八
二
年
一
月
)

;I(A 

(
注
二
〉
②
、
④
の
釈
文
、
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
簡
体
字
を
用
い
て
排
印
し

て
あ
る
。
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
場
合
、
不
都
合
が
生
じ
か
ね
な
い
の
で
、

釈
文
部
分
の
引
用
に
つ
い
て
の
み
繁
体
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
釈
文
中
の

異
体
字
、
仮
借
字
に
は
(
〉
を
用
い
、
残
欠
字
に
は
口
を
用
い
、
前
後

の
文
か
ら
補
う
場
合
に
は
〔
〕
を
用
い
て
あ
る
が
、
本
稿
で
も
そ
の
ま

ま
用
い
た
。

(
注
一
一
一
)
⑦
に
見
え
る
。

〈
注
鴎
)
晋
献
公
は
、
晋
霊
公
の
誤
り
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
④
の
五
章

〔
法
一
一
〕
に
詳
し
い
。

〈
注
五
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
@
の
五
章
〔
注
十
一
一
一
〕
を
参
照
。
ま
た

除
奇
猷
《
持
辛
子
集
鮮
》
(
上
海
人
民
出
版
社
一
九
七
四
年
排
印
木
)
の

《
説
難
第
十
二
》
の
法
〔
五
六
〕
を
参
照
。

ハ
注
六
〉
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
@
の
九
章
〔
注
七
〕
を
参
照
。

(
注
七
〉
こ
の
「
復
」
字
の
解
に
つ
い
て
は
、
⑦
に
よ
っ
た
。

〈
法
八
〉
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
①
に
「
按
比
奈
見
子
《
管
子
・
大
医
篇
て

文
字
基
本
上
相
関
，
柄
相
対
照

P

県
有
繍
渓

γ重
P

如
文
萎
搭
成
文
先
，

笠
場
一
鵠
成
皮
{
て
皆
由
形
近
致
渓
。
」
と
い
う
。

(
注
九
)
岳
に
「
《
春
私
事
活
》
剣
円
説
得
分
義
経

3

文
章
筒
短

P

在
的
湘
格
体

例
上
也
乱
七
八
料
。
」
と
い
う
。

〈
校
十
)
①
に
見
え
る
。

(
注
十
一
〉
引
で
張
政
一
般
氏
は
間
関
子
辛
を
孔
門
の
関
子
鶏
に
比
定
し
て
い

る。

(
注
十
一
一
〉
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③
に
見
え
る
。

劉
向
《
別
録
》
は
《
左
伝
序
正
義
》
に
見
え
る
。



(
、
出
十
四
〉
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
金
徳
建

海
人
民
出
版
社
一
九
六
一
一
一
年
〉
一
二
八
瓦
を
参
照
。

(
詑
十
五
〉
⑥
一
所
収
料
中
民
《
長
沙
弓
王
堆
双
墓
品
特
概
述
》
七
五
頁
を

参
照
。

〈
校
十
六
〉
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
(
詑
十
四
〉
に
引
く
《
苛
馬
遼
所
見

品
川
一
向
考
》
一
一
一
四
五
頁
を
参
照
。

〈
注
十
七
)
た
と
え
ば
、
議
根
沢
《
管
子
探
源
》
〈
《
諸
子
考
紫
》
所
収
、
人
民

出
版
社
一
九
五
八
年
〉
、
都
節
《
管
子
中
所
見
之
宋
耕
一
派
学
説
》
(
《
古

史
考
存
》
所
収
、
人
民
出
版
社
一
九
五
八
年
〉
な
ど
を
見
よ
。

(
註
十
八
〉
羅
根
沢
《
管
子
探
源
》
四
五
四
頁
一
を
参
照
。

ハ
注
十
九
〉
こ
こ
で
は
《
在
伝
》
を
《
事
語
》
に
先
行
す
る
資
料
と
見
る
。

①
を
参
照
。
た
だ
、
《
志
伝
》
を
《
事
認
》
よ
り
後
の
資
料
と
す
る
見
方

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
③
を
参
照
。

(
注
二
十
)
主
応
麟
《
漢
書
芸
文
志
考
証
》
に
よ
る
。

比
二
十
二
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
《
鐸
氏
徴
》
も
《
公
孫
間
》
も

《
事
一
語
》
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
近
い
性
格
の
書
物
で
あ
る

こ
と
は
認
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

'" _)_ 
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